
１．ワーク・ライフ・バランスって何？

�１ ワーク・ライフ・バランスとは

最近注目を集めている「ワーク・ライフ・

バランス」という考え方。一般的には「仕事

と生活の調和」と訳される。２００７年１２月に政

府が定めた「仕事と生活の調和（ワーク・ラ

イフ・バランス）憲章」では，以下のように

記されている。

仕事と生活の調和が実現した社会とは，

「国民一人ひとりがやりがいや充実感を

感じながら働き，仕事上の責任を果たす

とともに，家庭や地域生活などにおいて

も，子育て期，中高年期といった人生の

各段階に応じて多様な生き方が選択・実

現できる社会」である。

簡単にいえば，「仕事も，私生活も大事に

できる働き方」ということであろうか。

本来，仕事と私生活のバランスをどのよう

にとろうと個人の自由ではあるのだが，「一

生懸命仕事をして，プライベートも充実させ

る」ことが，今の日本では難しく，それがさ

まざまな歪みを生んでいる。そこで社会全体

としてこの課題に取り組むことで，皆がとも

にバランスよく仕事，家庭（私生活）などに

コミットできるようにしようというのが，ワ

ーク・ライフ・バランスの趣旨である。

具体的には，おおむね図表１にあるような

施策が有効とされている。

�２ 日本における推進の経緯

日本ではもともと，ワーク・ライフ・バラ

ンスは少子化対策としての「子育て・両立支

援」という切り口から考えられるようになっ

た。そこには２つの流れがある。１つは「男

女雇用機会均等法」（１９８６年施行）による男

女の均等待遇・女性の活用の推進，もう１つ

図表１ ワーク・ライフ・バランス施策の類型

休業制度

育児休業

介護休業

休職者の復帰支援

休暇制度

看護休暇

配偶者出産休暇

年次有給休暇の積立制度

働く時間
の見直し

勤務時間のフレキシビリティ（フレック
スタイム制度／就業時間の繰り上げ・繰
り下げ）

短時間勤務制度

長時間勤務の見直し

働く場所
の見直し

勤務場所のフレキシビリティ（在宅勤務
制度／サテライトオフィス制度）

転勤の限定

その他

経済的支援

事業所内保育施設

再雇用制度

情報提供・相談窓口の設置

出典：少子化社会対策に関する先進的取組事例研究報告書
平成１８年３月，内閣府政策統括官（共生社会政策担当）
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図表２ わが国の人口構成の推移と見通し

出典：平成２０年版少子化社会白書

は「育児休業法」（１９９２年施行）を中心とし

た「ファミリーフレンドリー」施策の充実で

ある。

しかし，仕事に励みたい女性が仕事と家庭

（あるいは私生活）の二者択一を迫られる現

実はなかなか解消されず，結果として図表２

のような少子高齢化社会の到来が予測されて

いる。厚生労働省の「人口動態統計」による

と，１人の女性が一生に産む子供の数（合計

特殊出生率）は２００６年には１．３２。長期的に人

口を維持できる水準とされる２．０７には遠く及

ばず，労働力人口の減少，消費市場の縮小に

よる経済への影響，あるいは高齢化による医

療・介護・年金等の社会保障費の増加による

国民負担の増大が懸念されている。そこで，

主に子育て世代が柔軟に働けるような環境整

備の必要性が注目されてきたのである。

昨今は，「男女共同参画」の視点から育児

中の女性だけでなく男性にも，さらに働くす

べての世代においてライフスタイルや意識の

変化が進んでいることから，多様な労働力の

活用に向けた重要戦略と位置づけられている。

２．取り組むメリットは？

次に，ワーク・ライフ・バランスに取り組

む主なメリットを解説したい。

�１ 企業にとってのメリット

①優秀な人材が確保できる

厚生労働省は，このまま少子高齢化が進ん

だ場合，２０５０年には労働力人口が４，２２８万人

にまで減ると推計している（平成２０年版少子

化社会白書）。現在の３分の２弱であり，優

秀な人材の熾烈な奪い合いが予測される。

そのなかで，多様な価値観・属性の社員が

働きやすい環境を整えていれば，優秀な人材

が集まりやすいのは言うまでもない。新しい

アイデアが生まれ，創造的な仕事ができ，職

場活性化が可能になる。特に「自分の時間を

大事にしたい」という若者のニーズに応える

ことで，若者の早期離職を食い止められれば，

企業経営の見通しも明るくなる。

②生産性が上がる

日本人の労働時間の長さは今さら指摘する

までもなく，さらに総務省「労働力調査

（２００８年，速報）」によると，仕事に就いて

いる２５～４４歳の男性の１９．２％は，週間就業時

間が６０時間以上となっている。一方，�財社会
経済生産性本部によると，２００７年の日本の労

働生産性は先進７ヵ国で最下位，OECD加盟

３０ヵ国中第２０位というデータが示すように，

決して高いとは言えない。

疲労困憊したなかで仕事をしても，効率的

に進められるはずがない。特に経済のサービ

ス化，ソフト化の進む現在，ホワイトカラー

の仕事は時間数に比例するものではない。短

時間で生産性を高める仕組みを構築すれば，

社員のモチベーションも上がり，社員満足，

さらには顧客満足度の向上が期待できる。

③コスト減につながる

ワーク・ライフ・バランスへの取組みは一

見コスト増のようだが，長期的にみれば必ず

しもそうではない。時間外労働による人件費

や健康を害するリスクの低減にもつながるし，

退職者が減れば採用・教育コストも減らすこ

とができる。在宅勤務等が普及すれば，通勤

コストや事業場の維持コストも減る。
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�２ 社会にとってのメリット

①労働力不足が回避できる

これまで労働市場の表舞台に出られなかっ

た既婚女性，高齢者，障害者などが労働市場

に参入し，可能な範囲で最大の仕事をするこ

とができれば，労働力人口の減少を抑えるこ

とが見込まれる。

また，決して「女性は子どもを産む機械」

ではないが，「仕事か家庭か」の選択に悩ん

でいた女性が出産を決意できれば，さらなる

少子化を食い止められる可能性がある。

②社会全体が豊かになる

ここから先はあくまで可能性の話だが，こ

んな発想ができることを例示したい。

たとえば，子育て世代は夫婦での育児が可

能になる。家族のコミュニケーションが増え

れば専業主婦の育児不安が減り，子どものし

つけや勉強をみる時間が増える。学校の負担

も減り，学級崩壊などといった現象が起こり

にくくなる。

働く人全般でみれば，規則正しい健康的な

生活が可能になる。生活習慣病などのリスク

が軽減され，医療費も減らせる。

もちろん自分自身や家族が病気になったり，

障害を負ったりしても，完全に仕事をあきら

める必要はない。できる範囲で会社，そして

社会に貢献できれば，精神的にも元気でいら

れる。地域活動に充てる時間が増えれば，地

域活性化，コミュニティ再生も期待できる。

一人ひとりがゆとりを持てれば，豊かな人

間関係が築け，皆が人に優しくなれる。若者

は「婚活」も可能になり，晩婚化，晩産化に

歯止めがかけられるかもしれない。

�３ 個人にとってのメリット

働き方の選択肢が増えるのは，個人にとっ

ても大歓迎だろう。現状では，「正社員とし

て長時間労働を受け入れられないのであれば，

（主に賃金面で）劣悪な労働条件の非正規社

員になるしかない」となりがちだが，この中

間の働き方が可能になれば，能力発揮の機会

が増え，人生を充実させることができる。

もちろん，人生において「ワーク」が主体

になる時期があってもいいし，それを否定す

るわけではないが，選択肢が増えることで皆

がゆとりを感じながら生きられるだろう。こ

のように，ワーク・ライフ・バランスは皆に

幸せを運んでくれる考え方なのである。

３．推進のカギ

�１ ワーク・ライフ・バランスの阻害要因

メリットはさまざま考えられるワーク・ラ

イフ・バランスだが，今の日本では浸透して

いるとは言いがたい。図表３からは，バブル

崩壊後の採用抑制による人員不足の嘆きとと

もに，日本の従来の雇用慣行や労働観が，長

時間労働を招いていることが読みとれる。

高度経済成長期以来，「男は仕事，女は家

庭」の暗黙の性的役割分担の下，男性たちは

長時間労働も転勤もいとわず，「滅私奉公」

を続けてきた。そしてその代わりに雇用を保

証してもらっていたのである。

時代が変わっても，いまだに「社員の時間

は自由に使ってよい」と信じている企業は多

く，時間的制約を持つ社員は「融通の効かな

い，使いづらい存在」，休みは「悪」と捉え

られがちである。一方，社員の側も「自分に

与えられた仕事はやり遂げたい」と，勤勉に

図表３ 週労働時間階級別残業や深夜・休日
出勤などがある理由

出典：平成１９年版労働経済の分析
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仕事に励んだ結果，過重労働によって燃え尽

きてしまうケースも相当あると思われる。

�２ ワーク・ライフ・バランス推進のポイント

①企業の意識改革

このような現状を打破するために何より大

事なのは，企業が意識を変えることである。

これまでの男性型の働き方では早晩立ち行か

なくなることは自明である。多様なライフス

タイルを受容できるような雰囲気を，経営者

自ら演出したい。

現場の管理職にとっては，従来の画一的な

管理手法が通用しなくなる。部下一人ひとり

の能力，状況をじっくり観察する力が求めら

れる。

②職場環境や仕事の進め方の見直し

図表３にあるように，「長時間労働になっ

ているのは仕事の進め方に無駄が多い」から

と感じている人は少なくない。会議の効率化，

人員配置の見直し，業務のマニュアル化・標

準化，情報共有化を徹底したい。職場の誰か

がワーク・ライフ・バランスの制度を利用す

ることによって不公平感が生じることのない

よう，「この人にしかわからない」という仕

事をつくらないことがポイントである。

職務の明確化と権限委譲，成果による評価

など，仕事の枠組みについても再検討したい。

③働く側の責任と自覚

一方，社員にも，時間効率を意識し，自律

的に仕事や生活を管理する力が求められる。

ワーク・ライフ・バランスは，権利ばかり

を主張し，会社に甘える社員を育てるもので

はない。漫然と仕事をするのではなく，会社

の目標達成，そして自分のキャリア形成のた

めに働ける社員こそが，ワーク・ライフ・バ

ランスの恩恵を受けられるのである。

４．今後の方向性と課題

ここまででお気づきのように，ワーク・ラ

イフ・バランスといっても決して新しい考え

方が必要なわけではない。むしろ，「それぞ

れがどうしたら自分の力を最大限に発揮でき

るか」という実にシンプルな命題にたどり着

く。人事管理の基本である「どうしたら働き

やすくなるか」，「どうしたら生産性が向上す

るか」を解決するのがワーク・ライフ・バラ

ンスであり，皆が自分自身の課題として意識

することで，前進できるのではないか。

現在，雇用に関する暗いニュースが途絶え

ることなく流れている。それらは，もとをた

どれば，「働き方の選択肢が限定的」という

ところから来るものだと思われる。それぞれ

が，それぞれのポジションでいきいき働ける

社会にするための１つの切り札としてワー

ク・ライフ・バランスを捉えていけば，日本

のあらゆる労働問題の解決の糸口が見つかる

と確信する。

なお，「女性コンサルタントネットエルズ」

では，２００８年度に�社中小企業診断協会の支援
を受け，中小企業経営者向けのワーク・ライ

フ・バランス導入マニュアル「魅力ある会社

になるために―中小企業こそワーク・ライ

フ・バランスを」を作成した。本マニュアル

は，診断協会ホームぺージからもダウンロー

ドできるので，ご覧いただければ幸いである。

http://www.j–smeca.jp/contents/001_c_kyokainit-

suite/010_c_jigyonaiyou/006_chosa_kenkyu.html

高橋 美紀
（たかはし みき）
東京支部城南支会所属。２００１年登録。
横浜市立大学商学部卒業後，農業関連団
体，食品卸売会社，社会保険労務士事務
所勤務を経て，主に人事労務分野のコン
サルティングや研修講師，執筆等を行う。
自らの出産退職や非正規社員での勤務の
経験等から，「すべての人が幸せに働ける社会」になることを
願って活動中。
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